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６月４日～10日は歯と口の健康週間です
歯科検診で歯とお口の健康を確認しませんか

　毎年６月４日～10日は、歯と口の健康週間です。
いきいきとした毎日を送るためには、歯とお口の
健康を保つことが大切です。歯と口には、食べる
こと、話すこと、表情をつくるなどの役割があり
ます。また、歯周病を中心としたお口のトラブル
が、糖尿病などの生活習慣病と関係していること
がわかっています。
　この機会に歯科検診を受けて、歯とお口の健康
を確認してみませんか。

○対象者
　①妊婦、20歳以上75歳未満の町民
　②後期高齢者医療制度加入者の町民
　③生活保護世帯の町民
○期間
　来年３月31日（水）まで

○内容
　・歯と歯ぐきの状態の確認
　・義歯（入れ歯）の状態の確認
　・歯科全般に関する相談
　・お口の乾燥の状態の確認（後期高齢者医療制
　　度加入者のみ）
　・かむ力の状態の確認（同）
○場所
　岩井歯科医院
○料金
　無料

▼お申し込み・お問い合わせは、役場保健福祉課
保健推進係（０１３７２－７－５２９１）へ。

骨髄移植等で免疫を失った方へ
予防接種の再接種費用を助成します

　町では、骨髄移植等の医療行為により接種済み
の定期予防接種の効果が期待できないと医師に判
断された方に対して、経済的負担の軽減および感
染症を予防することを目的として再接種費用の助
成をします。
　希望される方は、事前に手続きが必要になりま
すので、役場保健福祉課までお問い合わせくださ
い。

○対象者
　・再接種日において鹿部町民の方で、骨髄移植
等の医療行為の影響により、医師から再接種
が必要と判断された方およびその保護者

　・令和７年４月１日以降の再接種であること
○助成額
　再接種にかかった金額

○再接種の対象となる予防接種
　Ｂ型肝炎、小児肺炎球菌、４種混合、５種混合、
Hib、麻しん風しん、水痘、日本脳炎、HPV
○助成の流れ
　①予防接種をする前に、役場保健福祉課へ「再
接種費用助成申請書・医師の意見書」を提出
してください。

　②申請者に対し、町から書類を送付します。再
接種費用助成の対象となった方は、医療機関
で再接種を行い、接種費用を医療機関へ支払
い、領収証を保管してください。

　③役場保健福祉課で申請してください。後日、
町から振込口座へ助成金を送金します。

▼お問い合わせは、役場保健福祉課保健推進係
（０１３７２－７－５２９１）へ。

　開かれた身近な町政づくりを進めるため『語らい町長室』を開催しています。 
　来庁していただく方法のほか、『語らいオンライン町長室』と『語らい出前町長室』も利用できま
す。開放予定日に限らず、公務などが入っていない日は可能な限り対応しますので、希望される方は
事前にお問い合わせください。

▼お問い合わせは、役場総務・防災課総務係(０１３７２－７－２１１１)へ。

■令和８年６月の開放予定日　６月23日(火)　午前９時～午後７時
※公務で対応できない時間帯がありますので、事前に予約をお願いします

　鹿部消防署では、緊急時の119番通報を推奨しています。
指令装置も更新され、鹿部消防署への通報よりも119番通
報することで、消防本部から出動隊に迅速な出動指令と
情報の伝達が可能となります。鹿部消防署への電話では
なく119番での通報をお願いします。

▼お問い合わせは、鹿部消防署警防課警防係(０１３７２－７－３３３１)へ。

119番通報のお願い

近隣への配慮をお願いします
猫との過ごし方に注意しましょう

　猫の飼育や野良猫への餌やりに関して、糞尿被
害などの相談が寄せられています。近隣トラブル
防止のため、適切な飼育管理をお願いします。

〇飼い猫は室内で飼いましょう
　屋外には、感染症や交通事故、縄張り争いによ
るけんかなど、さまざまな危険があります。また、
猫が苦手な方やアレルギーがある方もいるので、
近隣トラブルを防ぐためにも、飼い猫は室内で飼

いましょう。
〇野良猫にむやみに餌を与えないでください
　野良猫への餌やりが、近隣トラブルの原因とな
る場合があります。餌を与えるのであれば、責任
をもって飼育してください。また、餌を求めて、
きつねやクマなどが集まるおそれもあります。

▼お問い合わせは、役場民生課生活環境係（０１
　３７２－７－５２９０）へ。


